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行財政運営の方針

　本市の今後の財政を見通すと、国の施策に伴う人件費や社会保障関係経費の増加が見込まれますが、
大型公共施設の建設が概ね落ち着いたことから、起債（借金）の抑制に伴う公債費負担（借金返済費）の
減少により、財政の状況に余裕があるとは言えないものの、市の規模に応じた安定した財政運営を見込む
ことができます。

　財政の見通しを踏まえたうえで、本指針に盛り込まれた重要な政策
課題に対応するための更なる財源確保にあたり、下記の財政運営を基
本方針とします。
（１）歳入確保への取り組み
　　企業の設備投資等を促すことによる固定資産税の確保、ふるさと
　納税、基金運用益の増加策、未利用資産の売却を推進します。
（２）歳出削減への取り組み
　　人件費総額を約31億円以内に抑制するとともに、市債残高を削減し、
　施設は長寿命化対策を進めながら、統廃合や譲渡等を検討します。

（１）事務事業の見直しと職員定数の管理
　　事務事業の標準化を促進することや ICT を活用したテレワークの導入、ＡＩ・ＲＰＡの活用や業務の
　外部委託等を積極的に推進することで、職員がやることでより価値がある業務に取り組む時間を生み出
　します。
　　また、職員研修による能力向上と柔軟な事務分掌の見直しの実現により、限られらた人材と時間を
　有効活用できる組織づくりを進めるとともに、限られた職員数を有効活用するため、正職員、会計年度
　任用職員をあわせて定数管理を行います。
（２）公共施設の管理運営
　　長期的な視点の下、計画的な予防保全実施により施設の長寿命化を推進し、総投資額の抑制と財政負
　担の平準化を図ります。また、設備老朽化に起因する突発的修繕事案の多発に伴う財政負担増や、社会
　情勢変化による施設の利用実態等も勘案し、民間譲渡、他目的への転用による有効活用、類似施設の廃
　止等、施設のあり方そのものについても市民との意見交換を踏まえ検討を進めます。
（３）内部統制制度の導入
　　地方公共団体における内部統制とは、組織目標達成を阻害する事務上のリスクを識別・評価し、その
　対応策を講じることで事務の適正かつ効率的な執行を確保しようとすることです。
　　飛騨市においても、限られた財源・人員で適正かつ効率的に市民サービスを行うための仕組みが求め
　られていることから、飛騨市に合った体制で内部統制制度の導入を推進します。
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